
 

く
ら
し

ご
み
出
し
サ
ポ
ー
ト
事
業

　
高
齢
や
障
害
に
よ
り
家
庭
ご
み
を
自

力
で
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
出
す
こ
と

が
困
難
な
世
帯
を
対
象
に
、
週
１
回
の

戸
別
収
集
を
行
い
ま
す
。
要
介
護
・
要

支
援
認
定
者
や
視
覚
ま
た
は
肢
体
不
自

由
２
級
以
上
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
お

持
ち
の
人
の
み
で
構
成
さ
れ
、
周
囲
の

協
力
が
得
ら
れ
な
い
世
帯
が
対
象
と
な

り
ま
す
。
詳
し
い
要
件
、

申
請
方
法
な
ど
は
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問
環
境
課�

☎
21

―

０
２
５
９

４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
！

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
は
、

子
ど
も
や
子
育
て
世
帯
を
社
会
全
体
で

支
え
る
仕
組
み
で
す
。

　
支
援
金
は
、
医
療
保
険
（
国
民
健
康

保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
、
社
会
保
険

な
ど
）
の
保
険
料
な
ど
と
併
せ
て
納
め

て
い
た
だ
き
、
国
の
子
育
て
支
援
の
取

り
組
み
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

　
制
度
の
詳
細
は
、
こ
ど

も
家
庭
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課�

☎
21

―

０
２
５
８

「
行
財
政
改
革
強
化
集
中

プ
ラ
ン
」を
策
定
し
ま
し
た

商
品
車
に
係
る

軽
自
動
車
税
の
課
税
免
除

　
近
年
の
物
価
高
騰
や
賃
金
上
昇
な
ど

に
よ
る
財
政
の
悪
化
を
防
ぎ
、
持
続
可

能
な
行
財
政
運
営
を
実
現
し
て
い
く
た

め
、「
高
梁
市
行
財
政
改
革
強
化
集
中

プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
詳
し
く

は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
財
政
課�

☎
21

―

０
２
８
５

　
自
動
車
販
売
業
者
等
が
販
売
目
的
で

保
有
し
使
用
し
て
い
な
い
商
品
車
に
係

る
軽
自
動
車
税
を
届
出
に
よ
り
免
除
し

ま
す
。

免
除
対
象
の
条
件

・�

４
月
１
日
現
在
で
、
所
有
者
と
使
用

者
が
同
一
で
あ
る
こ
と

・�
取
得
時
と
の
走
行
距
離
の
差
が
50
㎞

未
満

必
要
書
類
（
次
の
書
類
を
5
月
20
日

（
水
）ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
）

・
課
税
免
除
申
請
書

・�

古
物
商
許
可
証
の
写
し
、古
物
台
帳
の
写
し

・
車
検
証
の
写
し

・
状
況
写
真

　
詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課�

☎
21

―

０
２
１
４

市
営
住
宅
等
の
連
帯
保
証

人
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

　
令
和
８
年
度
か
ら
、
市
営
住
宅
な
ど

へ
新
た
に
入
居
さ
れ
る
人
に
対
し
て
、

連
帯
保
証
人
の
確
保
を
求
め
な
い
こ
と

と
し
ま
し
た
。
代
わ
り
に
、
入
居
者
に

不
測
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
の
連
絡
先

と
な
る
人
（
緊
急
連
絡
人
）
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

問
都
市
整
備
課�

☎
21

―

０
２
３
７

空
家
等
管
理
活
用
支
援

法
人
の
指
定
に
つ
い
て

　
市
の
空
き
家
対
策
の
推
進
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
、
空
家
等
管
理
活
用
支
援

法
人
を
随
時
、
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

第
１
号
と
し
て
「
特
定
非
営
利
活
動
法

人
空
き
家
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
」
を
空
家

等
管
理
活
用
支
援
法
人
と

し
て
指
定
し
ま
し
た
。

問
協
働
定
住
課�

☎
21

―

０
２
８
２

令和８年度の
国民年金保険料は
� 月額17,920円です

　保険料が割引になる「前納」や納付
が困難な時の「保険料免除制度」もあ
ります。
　詳しくは高梁年金事務所または市民
課へお問い合わせください。
問�日本年金機構高梁年金事務所☎21―

0570（案内に沿ってダイヤル②→②
の順に押してください）

　市民課　☎21―0258

納付書
口座振替
決済アプリ

インターネット納付
クレジットカード

で納付できます。

12令和８年（2026）４月


